
 

 

 個別合意よりも社員に有利な労働条件を定めた労働協約，就業規則が存在する場

合には，それらの効力が個別合意に優先するため（労組法 16 条，労契法 12 条），

個別合意だけでは賃金減額の効力は生じず，労働協約，就業規則を変更して初めて

賃金減額の効力が生じることになります。 
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Ｑ377．個別合意よりも社員に有利な労働条件を定めた労働協約，就業

規則が存在する場合，個別合意だけでは賃金減額の効力は生じません

か。 


